


















はじめに 

重症心身障害児(以下,本稿では重障児と略す)とは,児童福祉法第43条の4に示されるごと

く,「重度の精神薄弱及び重度の肢体不自由が重複している児童」を意味する。しかし,同

法第 31 条第 2 項および第 63 条の 3 第 1 項の規定により,18 歳以上の者でも児童としての

扱いを受けることができるので,現実には,年齢の制限なくすべて重障児として一括されて

いるのが実態である。 

十数年前の認識によれば,重障児は,成長発達を期待することが困難で,生命的予後もとぼ

しく,大半の寿命は 10～15 歳までと考えられていた。このため,専門的施設を作り,ここで

あたう限りの手厚い医療的介護を施すことが最善の方法であると思われていた。したがっ

て,重障児の福祉といえば,すなわち重障児施設問題という実態になっていたことは卒直な

事実である。 

しかし,施設が誕生してここでの実践が始まると,結果は必ずしも予想されたとおりではな

く,健康状態は安定し,生命的予後も改善されるというケースが少なくなく,したがって,長

期的に入所している者や年長・成人化した入所者が,かなりを占めるようになってきた。こ

のような現象は,重障児についても,入所施設以外の処遇を考えさせる結果となり,ここ数

年来重障児の社会的処遇のあり方をめぐって,さまざまな議論が展開されている。なかでも,

重障児の在宅療育あるいは家庭療育といわれる問題は,関係者の一致した関心事である。 

本研究は,上記のごとき状況を踏まえて,在宅重障児の実態をあきらかにし,重障児が家庭

に生活の拠りどころを持ちながら,適正に療育されるには,いかなる方策が考えられるかを

示唆せんとすることを目的としている。本研究は,愛知県下(政令都市である名古屋市を除

く)6 か所の児童相談所の全面的協力により,在宅重障児の状況を把握し,他方においては,

在宅施策事業を通じて得られた資料を加え,これらを電算機処理によって分析したもので

ある。 


